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肺がん検診には，自治体が費用の一部またはすべてを負担して行う「対策
型検診」と，人間ドックなどのように企業や健康保険組合，個人などが費用
を負担して行う「任意型検診」があり，対策型検診は，一定の日時に1ヵ所
に受診者を集めて実施する「集団検診」と，一定期間内に地域内の多数の医
療機関で行う「個別検診」，一定期間内に特定の施設で行う「施設検診」に分
類することができる。
厚生労働省は，自治体で行う肺がん検診の指針を次のように定めている。
1．40歳以上を対象とし，肺がん検診に適格な胸部Ｘ線撮影を行う。
2．50歳以上で喫煙指数（1日の喫煙本数×喫煙年数）600以上の重喫煙者

　　  には3日間の蓄痰による喀痰細胞診を追加する。
3．胸部Ｘ線は2名以上の医師による二重読影を行い，有所見例に対して   

　　  は過去画像との比較読影を行う。
企業が行う肺がん検診に関してはこのような指針は示されていないが，

おおむねこれに準拠して行われている。
任意型検診については特別な定めはないが，多くの場合，上記に加えて

低線量CTがオプションとして追加されている。
画像診断と喀痰細胞診の判定に関して，日本肺癌学会では，A, B, C, D, E 

の分類を用いることを推奨しているが，その解釈は画像診断と細胞診で多
少異なっている。
〔画像診断での分類〕
A：読影不能。要再検
B：異常所見を認めない
C：異常所見を認めるが精査を要しない
D：肺がん以外の疾患で，治療を要する状態の異常所見を認める
E：肺がんを疑う異常所見を認める
〔細胞診での分類〕
A：喀痰中に組織球を認めない。再検査
B：正常気管支上皮細胞のみ
C：中等度異形細胞を認める。細胞診の再検が必要
D：高度異形細胞を認める。気管支鏡などの精査が必要
E：悪性腫瘍細胞を認める。至急精査が必要
両者ともA判定が撮影条件あるいは検体の材料不適であることが特徴で，

特に画像診断の場合，これは基本的な精度管理にもつながるという特徴が
ある。
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肺がん検診の実施成績

本会の検診方法

東京都予防医学協会（以下，本会）では，自治体の

集団検診，個別検診，施設検診などの対策型検診や，

企業や健康保険組合の補助を受けた人間ドック（任意

型検診）など，すべてのタイプの肺がん検診を行って

いる。

2017（平成29）年度は5つの自治体の住民肺がん検

診を行い，その検診方法は，1つの自治体では本会と

当該区内の検診施設でのデジタルX線撮影による施

設検診，1つの自治体では本会での施設検診と車載Ｘ

線撮影装置による集団検診，2つの自治体では本会の

車載Ｘ線撮影装置による集団検診，1つの自治体では

委託を受けて医師会が行う個別検診の指定施設とし

て検診を行った。

検査方法について，対策型検診では胸部直接2方向

撮影（1区のみ正側撮影，他は背腹，腹背撮影）とハイ

リスク者への喀痰細胞診が行われているが，任意型の

人間ドックで検診を行っている団体では，Ｘ線撮影と

低線量CT撮影が同時に行われている。

喀痰細胞診に関しては，喫煙歴の調査はすべてで

行われているが，対象の絞り込みなどは十分に行われ

ておらず，喫煙の有無にかかわらず全員に行っている

自治体や，受診者の希望に任せている自治体もある。

読影に関して，X線写真は2人の呼吸器科あるいは

放射線科の専門医が独立して読影し，判定が分かれた

場合には原則として重い方を採用している。判定は，

大半の団体で日本肺癌学会の基準を用いているが，用

いていない団体も一部ある。

人間ドックで肺がん検診を行う場合には低線量CT

撮影も同時に行っており，その読影はＸ線もCTも含

めて2人の肺がんCT検診認定機構の認定医が独立し

て行い，X線と同様に重い方の判定を採用している。

ただし，すべて人間ドックに組み込んで行う検診なの

で，日本肺癌学会の判定基準は採用していない。

喀痰細胞診に関しては，本会検査研究センター母

子保健検査科において，日本臨床細胞学会認定の細

胞検査士がスクリーニングを行った後に，細胞診専門

医が日本肺癌学会の基準に基づき最終判定を行って

いる。

検診の結果は，事業所の場合はそれぞれの職場の

健康管理担当者に報告し，事業所を通じて受診者に

通知される。自治体の場合はそれぞれの自治体の検

診担当者に報告し，そこから受診者に報告される場合

と，本会から受診者に直接報告する場合がある。

2次検診までを本会で行う契約の団体の場合，要精

検となった者は，まず本会の呼吸器診断外来を受診

し，精密検査が行われるが，それ以外の団体の場合は，

その組織の責任者の判断で適切な医療機関に紹介さ

れる場合や，複数の施設の中から受診者が選んで受診

する場合がある。

要精検で本会の呼吸器診断外来を受診した場合に

は，必要に応じてX線あるいはCTの再検，高分解能

CT撮影，喀痰細胞診の再検およびそれぞれの経過観

察などを行う。造影CT，MRI，PETなどの画像診断

や気管支鏡，針生検や開胸生検などの組織診断が必

要な場合には，それぞれの専門施設に紹介している。

金 子 昌 弘
東京都予防医学協会
健康支援センター長・保健会館クリニック所長
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検診結果

2017年度の肺がん検診の結果を表1に示す。受診者

総数は9,447人で，前年度より1,178人の減少，CTが

行われたのは400人で649人の減少，Ｘ線は9,047人で

529人の減少であった。喀痰細胞診は4,017人（42.5％）

に行われており，これは他で行われている肺がん検診

に比べ明らかに高くなっている。要受診・要精検率は，

CTでは2.5％で前年度の5.6％より減少，Ｘ線は2.8％

と前年度の1.9％より上昇していた。精検受診率はCT

では60.0％，X線では62.2％と，前年度に比べ両方と

も上昇していた。発見された肺がんはCTからはなく，

X線からは6例であった。

表2にＸ線での判定結果を示す。表1と全体の数が

異なるのは，CTが除かれていることと，それ以外に

も複数の団体が日本肺癌学会の判定を採用していな

いことから，それらを除いたためである。

本会で行っている検診で，X線写真での撮影条件不

良のA判定は1例も存在しなかった。D，Eはさらに

細分化されており，D1は活動性肺結核，D2は活動性

非結核性肺病変，D3は循環器疾患，D4はその他の疾

患をそれぞれ疑う場合で，E1は肺がんの疑いを否定

し得ない，E2は肺がんを強く疑う，となっている。

表3に喀痰細胞診の判定結果を示す。肺がんの可能

性が高いD判定，肺がんを強く疑うE判定はともに1

表1　肺がん検診結果

（2017年度）

項
目

性
別

年
齢

1次検診
受診者数

喀痰
受診者数

1次検診結果
精検

受診者数

精検結果

異常なし
差支なし 要観察※1 要治療継続 要受診

要精検 肺がん
がん
以外の
疾患

経過
観察※2

異常なし
差支なし

C
T

男

～ 29
30 ～ 39 9 6 8 （88.9） 1 （11.1） 1 1 
40 ～ 49 88 78 69 （78.4） 19 （21.6） 
50 ～ 59 117 101 91 （77.8） 24 （20.5） 2 （1.7） 0 
60 ～ 69 63 62 40 （63.5） 21 （33.3） 2 （3.2） 2 1 1 
70 ～ 79 16 15 13 （81.3） 3 （18.8） 
80 ～ 3 3 3 （100.0） 

計 296 265 221 （74.7） 70 （23.6） 5 （1.7） 3 1 2 

女

～ 29 1 1 1 （100.0） （0.0） 
30 ～ 39 3 2 2 （66.7） 1 （33.3） 
40 ～ 49 54 49 46 （85.2） 5 （9.3） 3 （5.6） 2 1 1 
50 ～ 59 38 35 34 （89.5） 4 （10.5） 
60 ～ 69 7 6 5 （71.4） 2 （28.6） 1 1 
70 ～ 79 1 1 1 （100.0） 
80 ～

計 104 94 89 （85.6） 10 （9.6） 5 （4.8） 3 1 2 
合　計 400 359 310 （77.5） 80 （20.0） 10 （2.5） 6 2 4 

X
線

男

～ 29 2 2 2 （100.0） 
30 ～ 39 26 24 26 （100.0） 
40 ～ 49 807 401 788 （97.6） 1 （0.1） 18 （2.2） 8 1 3 4 
50 ～ 59 845 495 809 （95.7） 18 （2.1） 1 （0.1） 17 （2.0） 8 2 4 2 
60 ～ 69 825 290 800 （97.0） 7 （0.8） 18 （2.2） 10 4 2 4 
70 ～ 79 682 198 638 （93.5） 5 （0.7） 39 （5.7） 24 7 5 12 
80 ～ 140 35 128 （91.4） 3 （2.1） 9 （6.4） 7 1 3 1 2 

計 3,327 1,445 3,191 （95.9） 34 （1.0） 1 （0.0） 101 （3.0） 57 1 17 15 24 

女

～ 29
30 ～ 39 17 14 17 （100.0） 
40 ～ 49 1,862 915 1,823 （97.9） 39 （2.1） 19 9 2 8 
50 ～ 59 1,272 557 1,239 （97.4） 2 （0.2） 31 （2.4） 21 1 10 3 7 
60 ～ 69 1,399 438 1,347 （96.3） 5 （0.4） 47 （3.4） 34 2 14 6 12 
70 ～ 79 1,000 255 968 （96.8） 2 （0.2） 30 （3.0） 22 1 14 2 5 
80 ～ 170 34 162 （95.3） 2 （1.2） 6 （3.5） 5 1 3 1 

計 5,720 2,213 5,556 （97.1） 11 （0.2） 153 （2.7） 101 5 50 13 33 
合　計 9,047 3,658 8,747 （96.7） 45 （0.5） 1 （0.0） 254 （2.8） 158 6 67 28 57 

総　合　計 9,447 4,017 9,057 （95.9） 125 （1.3） 1 （0.0） 264 （2.8） 164 6 69 28 61 

（注） （　）内は%
※1　精査の必要はなく‚ 1年後の検診受診で可とされたもの 
※2　がんの疑いを完全に否定できず‚ 経過観察の対象となっているもの
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例もなく，男性の22.9％，女性の37.5％がA判定であっ

た。厚生労働省では，肺がん検診で喀痰細胞診を行う

のは喫煙指数（1日の本数×喫煙年数）が600以上，ま

たは半年以内に血痰のあった例としており，この基準

に該当するのは一般には男性では30％程度，女性で

は10％以下と考えられるが，表3に示すように本会で

は全体の半数近くが喀痰細胞診を行っており，一般的

な肺がん検診に比べ極めて高率になっている。厚生労

働省の基準に該当しない，いわゆる低リスクの受診者

が多数喀痰細胞診を行っていると思われ，そのために

有効な痰が提出できず，検体不良のＡ判定が増えてい

るものと思われる。

表4はX線のD，E判定および喀痰細胞診のC，D，

E判定の最終結果を示している。肺がんは，Ｘ線のＥ

表2　肺がん検診　胸部X線判定

（2017年度）

項
目

性
別

年
齢

胸部Ｘ線判定（日本肺癌学会判定基準）

計
B C D1 D2 D3 D4 E1 E2

胸
部
直
接
Ｘ
線

男

～ 29 2 （100.0） 2 
30 ～ 39 7 （100.0） 7 
40 ～ 49 602 （90.0） 64 （9.6） 2 （0.3） 1 （0.1） 669 
50 ～ 59 424 （84.8） 74 （14.8） 1 （0.2） 1 （0.2） 500 
60 ～ 69 533 （76.1） 154 （22.0） 3 （0.4） 1 （0.1） 3 （0.4） 6 （0.9） 700 
70 ～ 79 394 （59.6） 236 （35.7） 9 （1.4） 1 （0.2） 3 （0.5） 18 （2.7） 661 
80 ～ 59 （44.4） 67 （50.4） 3 （2.3） 1 （0.8） 3 （2.3） 133 

計 2,021 （75.6） 595 （22.3） 17 （0.6） 3 （0.1） 7 （0.3） 29 （1.1） 2,672 

女

～ 29
30 ～ 39 5 （83.3） 1（16.7） 6 
40 ～ 49 1,668 （93.1） 110 （6.1） 4 （0.2） 1 （0.1） 7 （0.4） 1 （0.1） 1,791 
50 ～ 59 1,004 （86.6） 134 （11.6） 5 （0.4） 2 （0.2） 13 （1.1） 1 （0.1） 1,159 
60 ～ 69 1,008 （76.0） 291 （21.9） 15 （1.1） 1 （0.1） 11 （0.8） 1 （0.1） 1,327 
70 ～ 79 650 （67.4） 286 （29.6） 6 （0.6） 4 （0.4） 2 （0.2） 17 （1.8） 965 
80 ～ 69 （45.7） 77 （51.0） 2 （1.3） 2 （1.3） 1 （0.7） 151 

計 4,404 （81.6） 898 （16.6） 1 （0.02） 32 （0.6） 4 （0.1） 8 （0.1） 49 （0.9） 3 （0.1） 5,399 

合　計 6,425 （79.6） 1,493 （18.5） 1 （0.01） 49 （0.6） 7 （0.1） 15 （0.2） 78 （1.0） 3 （0.0） 8,071 

表3　肺がん検診　喀痰細胞診判定

（2017年度）

項
目

性
別

年
齢

肺がん検診
受診者数

喀痰検査
受診者数（受診率）

喀痰細胞診判定（日本肺癌学会判定基準）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

喀
痰
細
胞
診

男

～ 29 2 2 （100.0） 2 （100.0） 
30 ～ 39 35 30 （85.7） 9 （30.0） 21 （70.0） 
40 ～ 49 895 479 （53.5） 141 （29.4） 319 （66.6） 19 （4.0） 
50 ～ 59 962 596 （62.0） 140 （23.5） 425 （71.3） 31 （5.2） 
60 ～ 69 888 352 （39.6） 72 （20.5） 269 （76.4） 11 （3.1） 
70 ～ 79 698 213 （30.5） 26 （12.2） 174 （81.7） 13 （6.1） 
80 ～ 143 38 （26.6） 4 （10.5） 33 （86.8） 1 （2.6） 

計 3,623 1,710 （47.2） 392 （22.9） 1,243 （72.7） 75 （4.4） 

女

～ 29 1 1 （100.0） 1 （100.0） （0.0） （0.0） 
30 ～ 39 20 16 （80.0） 6 （37.5） 10 （62.5） （0.0） 
40 ～ 49 1,916 964 （50.3） 393 （40.8） 543 （56.3） 28 （2.9） 
50 ～ 59 1,310 592 （45.2） 235 （39.7） 344 （58.1） 13 （2.2） 
60 ～ 69 1,406 444 （31.6） 146 （32.9） 279 （62.8） 19 （4.3） 
70 ～ 79 1,001 256 （25.6） 72 （28.1） 178 （69.5） 6 （2.3） 
80 ～ 170 34 （20.0） 11 （32.4） 22 （64.7） 1 （2.9） 

計 5,824 2,307 （39.6） 864 （37.5） 1,376 （59.6） 67 （2.9） 

合　計 9,447 4,017 （42.5） 1,256 （31.3） 2,619 （65.2） 142 （3.5） 
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表4　肺がん検診　判定区分別精検結果

（2017年度）

検診判定区分

精検結果

総　計
肺がん がん以外の疾患 経過観察 異常なし 未把握

胸
部
X
線

D1 1 1 
D2 18 11 20 49 
D3 7 7 
D4 5 1 9 15 
E1 2 29 1 21 25 78 
E2 2 1 3 

小　計 4 53 1 33 62 153 

喀
痰

Ｃ 2 37 27 76 142 
Ｄ 0 
Ｅ 0 

小　計 2 37 27 76 142 

1判定78例中の2例とE2判定3例中の2例の合わせて

4例のみであったが，全体で約3分の1の未把握があ

り，Ｅ1判定では78例中25例が，肺がんが強く疑わ

れるE2判定でも3例中1例が未把握であり，精度管理

上問題がある。

発見肺がんについて

肺がん検診で発見され本年度治療を受けた肺がん

は6例であった。4例については肺がん判定がなされ

ており，E1とE2がそれぞれ2例で，他の2例は肺が

ん判定がなされていない団体であった。

切除ができたのは4例で，T1bN0M0の病期IA2期

が2例，T2aN0M0 のIB期が1例，T3N2M0のIII期

が1例で，いずれも腺癌であった。遠隔転移もあり切

除できなかったのは扁平上皮癌と小細胞癌の各1例で，

抗がん剤による化学療法が施行されている。

粗大な病変は別にして，微小な淡い陰影に対して

Ｘ線では強く肺がんを疑うことができない場合もあり，

このような例に対しD判定となることがあったが，日

本肺癌学会の規約ではD判定からの肺がん例は，検

診発見例には入れてはいけないことになっているので，

最近は多少とも肺がんが疑われれば積極的にE判定と

するようになり，本年度はD判定からの肺がんはな

かった。

まとめ

肺がん検診には，対策型の集団検診，個別検診，施

設検診と，人間ドックによる任意型検診があり，本会

ではこのすべての検診を行っている。

対策型でも任意型でも，ハイリスクの受診者には喀

痰細胞診を追加しているが，対策型では本来喀痰細胞

診を行う必要のない若年者や非喫煙女性にも行われ

ることが多く，その結果，細胞診でのA判定が増加

している。喀痰細胞診の精度を上げるには，必要なグ

ループに確実に行うことが必要である。

肺がん発見率が低い原因として，要精検者にお

いて精検結果の未把握例が多いことがあげられる。

システム全体を見直すことにより，全国的な規模

で結果を確実に把握することが精度管理には重要

である。

発見肺がんは6例で4例に手術が行われ，病期Ⅰ期

は3例のみであった。


